
代表者
役職・氏名

団体所在区

主な活動場所

電話番号

メールアドレス

ＨＰアドレス

設立年月 　　２０１５年　　５月

設立目的

活動内容

活動実績

□  1　保健、医療、福祉の増進 □

□  2　社会教育の推進 □

□  3　まちづくりの推進 ■

□  4　観光の振興 □

□  5　農山漁村又は中山間地域の振興 □

□  6　学術、芸術、文化又はスポーツの振興 □

□  7　環境の保全 □

□  8　災害救援活動 □

□  9　地域安全活動 □

□
※記載欄が不足する場合など、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます

団体名

【活動風景】

14　情報化社会の発展

15　科学技術の振興

16　経済活動の活性化

17　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

活動分野

男女平等の意識がいまだに低い北海道で、 社会参画を希望する女性に対しセミナーや
イベント・交流会を開催することで、 女性の社会参画の第一歩につながることを目的として設立。

info@north-woman.or.jp

18　消費者の保護を図る活動

札幌市内

一般社団法人North-Woman

https://north-woman.or.jp/https://north-woman.or.jp/

２０１５年５月（法人設立２０１９年４月） 活動開始年月

12　男女共同参画社会の形成の促進

13　子どもの健全育成

2015年から2018年まで、毎年開催したセミナーやイベントでは、延べ500名程の女性が参加。
2019年のセミナーやイベントでは、年間で延べ1000名程の女性が参加。
2020年以降は、セミナー（オンライン含む）やイベントに年700名程が参加。

自主開催のセミナーやイベントの他
札幌市共催事業（女性応援festa）や、北海道受託事業（アクションHIROBA）
北海道立女性プラザ共催イベント（つながる・みつかるフェスタ）

2015年5月より市民団体として、セミナーやイベント・交流会を開催。
女性起業家や起業を目指す女性のみならず、社会参画として様々な活動を行う女性達の学びの
場・交流の場を作る活動をしています。

2019年に一般社団法人となり、2019年度～2022年度まで北海道の女性活躍応援事業を受託。

19　前掲の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

　　様式　２

令和　　５年　　３月　　９日　現在　　

（フリガナ）イッパンシャダンホウジンノースウーマン

代表理事　繁富奈津子

札幌市中央区

団体概要書

（　０９０　　）３０１８　　　-　６６６４　　　　　

10　人権の擁護又は平和の推進

11　国際協力の活動
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